
- 1 - 
 

令和６年度 

第１回 入間市防災会議 
日時:令和７年３月１３日(木)午後２時～ 

会場:産業文化センターＡ棟２階第２集会室 

次   第 

１. 開会 

２. あいさつ 

３. 自己紹介 

４. 協議事項 

 入間市地域防災計画の改訂について     資料１ 

５. 報告事項 

 組織の見直しについて           資料２ 

令和６年度第４６回入間市防災訓練について 資料３ 

６． その他 

  令和７年度入間市防災会議の実施計画 

   第 1回 令和７年１２月１９日(金)１４時～(予定) 

   第２回 令和８年３月１９日(木)１４時～(予定) 



R7.3.13

No    機  関  名 職名 氏名 代理出席者
当日
出欠席

1 入間市 市長 杉島　理一郎 出

2 1号委員 所沢労働基準監督署 署長 里　勝弘 八巻　美奈子 出

3 2号委員 埼玉県西部地域振興センター 所長 和田　公雄 出

4 2号委員 飯能県土整備事務所 所長 関　宏 遠藤　哲雄 出

5 2号委員 狭山保健所　 所長 辻󠄀村 信正 出

6 3号委員 狭山警察署 署長 久保田　　豊 松原　宏治 出

7 4号委員 入間市 副市長 濱川　敦 出

8 4号委員 入間市 企画部長　　　　　　　　　　　　 浅見　嘉之 出

9 4号委員 入間市 総務部長 平沼　宏之 出

10 4号委員 入間市 市民生活部長 片寄　貴之 出

11 4号委員 入間市 危機管理安全部長 高野　広行 出

12 4号委員 入間市 環境経済部長 岸　道博 出

13 4号委員 入間市 都市整備部長 吉野　敬司 出

14 4号委員 入間市 福祉部長 須田　美菜子 出

15 4号委員 入間市 こども支援部長 齋藤　忠士 出

16 4号委員 入間市 健康推進部長 河村　香代子 出

17 4号委員 入間市 上下水道部長 晝間　忠利 出

18 4号委員 入間市 議会事務局長 栗原　康友 出

19 4号委員 入間市 教育部長 浅見　泰志 出

20 4号委員 入間市 市民生活部次長 竹廣　由美 出

21 4号委員 入間市 福祉部次長 忽滑谷　敦子 欠

22 ４号委員 入間市 こども支援部長次長 黒木　聡子 出

23 ４号委員 入間市 健康推進部次長 徳山　雅美 出

24 5号委員 入間市 教育長 中田　一平 出

25 6号委員 埼玉西部消防組合入間消防署 署長 原嶋　達也 出

26 6号委員 入間市消防団 消防団長 西澤　宏志 出

27 7号委員 西武鉄道株式会社 飯能駅管区長 大橋　正 出

28 7号委員 東京電力パワーグリッド株式会社川越支社 支社長 小西　高志 細川　和宏 出

29 7号委員 東日本電信電話株式会社　埼玉西支店　　　　　 支店長 山﨑　大二郎 出

30 7号委員 入間地区医師会 防災担当理事 野中　晴彦 欠

31 7号委員
日本郵便株式会社狭山郵便

局
郵便局長 川音　保久 鈴木　毅 出

32 8号委員 入間市連合区長会 会長 三木　敏正 出

33 8号委員 株式会社エフエム茶笛 専務取締役 東　たか子 出

34 8号委員 入間ケーブルテレビ株式会社 制作編成部　部長 小太刀 亨 欠

35 8号委員 入間市防災アドバイザー 防災アドバイザー 岡崎　洋志 出

36 8号委員
入間市男女共同参画審議

会
委員 木村　仁美 欠

37 8号委員 入間市高齢者福祉審議会 委員 髙山　京子 出

38 8号委員 入間市障害者福祉審議会 委員 川野　志保 出

39
アドバイ

ザー
航空自衛隊中部航空方面

隊司令部
防衛部災害派遣担当 浮邉　繁喜 欠

　　　　入間市防災会議委員名簿
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【第１編 総則】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

総-1 第１章 計画の目的・方針等 

第４節 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加

え、必要があると認めるときはこれを修正する。 

このため、市及び関係機関は、その内容が緊急を要する場合はその都

度、それ以外の修正については、計画修正案を入間市防災会議に提出

するものとする。 

なお、修正にあたっては、女性や高齢者、障害者などに配慮し、ジェン

ダー主流化その他多様な視点を取り入れるものとする。 

第１章 計画の目的・方針等 

第４節 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加

え、必要があると認めるときはこれを修正する。 

このため、市及び関係機関は、その内容が緊急を要する場合はその都

度、それ以外の修正については、計画修正案を入間市防災会議に提出

するものとする。 

なお、修正にあたっては、女性や高齢者、障害者などに配慮し、男女共

同参画その他多様な視点を取り入れるものとする。 

防災基本計画の

修正 

総-3 第２章 防災関係機関等 役割 

第１節 防災会議 

入間市防災会議は、災害対策基本法第 16 条及び入間市防災会議条例に

基づき設置され、所掌事務 及び組織については、次のとおりである。 

なお、ジェンダー主流化の視点から、 防災会議の委員に占める女性の

割合を高めるよう取り組む。 

第２章 防災関係機関等 役割 

第１節 防災会議 

入間市防災会議は、災害対策基本法第 16 条及び入間市防災会議条例に

基づき設置され、所掌事務 及び組織については、次のとおりである。 

なお、男女共同参画の視点から、 防災会議の委員に占める女性の割合

を高めるよう取り組む。 

防災基本計画の

修正 

総-11 第２章 防災関係機関等の役割 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

２ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 
 

名称 内容 

自主防災会 １ 防災に関する知識の普及に関すること 

２ 災害予防に関すること 

３ 災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、

救出救護・避難誘導等応急対策に関すること 

４ 避難所の開設及び運営への協力に関すること 

５ 防災訓練の実施に関すること 

６ 防災資機材等の備蓄に関すること 

 

第２章 防災関係機関等の役割 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

２ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 

 

 

 

名称 内容 

自主防災会 １ 防災に関する知識の普及に関すること 

２ 災害予防に関すること 

３災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救

出救護・避難誘導等応急対策に関すること 

４ 防災訓練の実施に関すること 

５ 防災資機材等の備蓄に関すること 

被災自治体の教

訓及び自主防災

組 織 の 手 引 き

（R5.3）総務省

並びに市防災訓

練の考え方を反

映 

資料１ 
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総-17 

 

 

 

総-18 

第３章 災害の想定・基本方針 

第１節 災害の想定 

２ 風水害の被害想定 

想定災害規模降雨による洪水想定図（○○地区センターへ修正） 

同上 

土砂災害が想定される区域（○○地区センターへ修正） 

第３章 災害の想定・基本方針 

第１節 災害の想定 

２ 風水害の被害想定 

想定災害規模降雨による洪水想定図（○○支所と記載） 

同上 

土砂災害が想定される区域（○○支所と記載） 

名称変更 

 

 

 

 

総-25 第３章 災害の想定・基本方針 

第２節 基本方針 

７ 各種システムのバックアップ体制（ＩＣＴ－ＢＣＰ）を構築してお

く。 

第３章 災害の想定・基本方針 

第２節 基本方針 

７ 各種システムのバックアップ体制を構築しておく。 

防災基本計画の

追記 

【第２編 災害予防計画編】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

予-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 電源、非常用通信手段等の確保 

市は、市役所を始めとする主な防災拠点において、ライフラインの長期

途絶や石油系燃料の補給が不可能な事態に備え、商用電源以外の電源

確保や非常用発電設備の燃料の多重化を進め、十分な期間（最低３日

間）の発電が可能となるよう体制を整備する。併せて、再生可能エネル

ギーや蓄電池、電気自動車（ＥＶ）、コージェネレーションシステム等

の導入により、災害に強く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー

供給体制の構築に努める。また、物資の供給が相当困難な場合を想定し

た食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途

絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るとともに定期

的な訓練等を通じた平常時からの連携体制を構築するものとする。（市

町村や災害拠点病院等の災害応急対策に係る機関も同様の取組を行う

ものとする。） 

 併せて、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者

等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ病院、要配慮者に関わ

る社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機

関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保

先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。 

３ 電源、非常用通信手段等の確保 

市は、市役所を始めとする主な防災拠点において、ライフラインの長期

途絶や石油系燃料の補給が不可能な事態に備え、商用電源以外の電源

確保や非常用発電設備の燃料の多重化を進め、十分な期間（最低３日

間）の発電が可能となるよう体制を整備する。併せて、再生可能エネル

ギーや蓄電池、電気自動車（ＥＶ）、コージェネレーションシステム等

の導入により、災害に強く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー

供給体制の構築に努める。また、物資の供給が相当困難な場合を想定し

た食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途

絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。 

併せて、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等

から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ病院、要配慮者に関わる

社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関

が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保

先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。 

防災基本計画の

追記 
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予-20 ３ 県有施設の活用 

（２）彩の森入間公園 
 

ア 耐震性貯水槽（100t×３）  イ 非常災害用井戸 

ウ 夜間照明          エ 放送施設 

オ 非常電源          カ 避難施設（414㎡） 

キ マンホールトイレ      ク かまどベンチ 

３ 県有施設の活用 

（２）彩の森入間公園 
 

ア 耐震性貯水槽（100t×３）  イ 非常災害用井戸 

ウ 夜間照明          エ 放送施設 

オ 非常電源          カ 避難施設（414㎡） 

文言追記 

予-37 第２章 災害に強い防災体制の整備 

第１節 防災体制の整備 

第４ 応援受け入れ態勢の整備【各部】 

２ 市が行う対策 

（２）（略）その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する

ものとする。（略） 

第２章 災害に強い防災体制の整備 

第１節 防災体制の整備 

第４ 応援受け入れ態勢の整備【各部】 

２ 市が行う対策 

（２）（略）その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、適切な空間の確保に配慮するものとする。（略） 

文言削除 

予-49 第２章 災害に強い防災体制の整備 

第５節 応急仮設住宅対策 

第１ 応急仮設住宅の用地確保【総務部・都市整備部・健康推進部・危

機管理課・教育委員会】 

１ 応急仮設住宅適地の基準 

応急仮設住宅の用地を確保する際、そこに居住する被災者の生活環境

をできる限り考慮することが必要である。このため、応急仮設住宅適地

の基準を次のように設定し、適切な用地選定を行うものとする。 

(1)飲料水が得やすい場所 

(2)保健衛生上適当な場所 

(3)交通の便を考慮した場所 

(4)住居地域と隔離していない場所 

(5)土砂災害の危険箇所（令和６年度から「土砂災害警戒区域等」に変

更）等に配慮した場所 

(6)工事車両のアクセスしやすい場所 

(7)既存生活利便施設が近い場所 

(8)造成工事の必要性が低い場所 

第２章 災害に強い防災体制の整備 

第５節 応急仮設住宅対策 

第１ 応急仮設住宅の用地確保【総務部・都市整備部・健康推進部・危

機管理課・教育委員会】 

１ 応急仮設住宅適地の基準 

応急仮設住宅の用地を確保する際、そこに居住する被災者の生活環境

をできる限り考慮することが必要である。このため、応急仮設住宅適地

の基準を次のように設定し、適切な用地選定を行うものとする。 

(1) 飲料水が得やすい場所 

(2) 保健衛生上適当な場所 

(3) 交通の便を考慮した場所 

(4) 住宅地域と隔離していない場所 

防災基本計画の

追記 
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予-63 

 

 

 

 

 

 

予-64 

第３章 市民の協力による防災対策 

第２節 防災組織の育成・強化 

３ 自主防災組織の育成 

(2) 自主防災組織のリーダーに対する教育、研修を実施し、組織的活

動を支援する。併せて、女性の責任者又は副責任者を置くことなど、

女性の参画の促進に努める。また、ジェンダー主流化の視点を踏まえ

た知識・訓練を指導できる人材の育成に努める。 

自主防災組織図（例） 

 

第３章 市民の協力による防災対策 

第２節 防災組織の育成・強化 

３ 自主防災組織の育成 

(2) 自主防災組織のリーダーに対する教育、研修を実施し、組織的活

動を支援する。併せて、女性の責任者又は副責任者を置くことなど、

女性の参画の促進に努める。また、男女共同参画の視点を踏まえた知

識・訓練を指導できる人材の育成に努める。 

自主防災組織図（例） 

 

防災基本計画の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

被災自治体の教

訓及び自主防災

組 織 の 手 引 き

（R5.3）総務省

並びに市防災訓

練の考え方を反

映 
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予-69 第３章 市民の協力による防災対策 

第３節 防災意識の啓発 

第１ 市民に対する防災意識の啓発【市民安全課】 

12 家庭内の三つの取組の普及 

 市民は、特に次に掲げる事項について日頃から備え、自ら震災に備え

る取組を家庭内で実施する。 

（1）家具の配置の見直しや、転倒防止器具の取り付けなどをして家具

類の転倒・落下・移動を防止する。 

（2）災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段である災

害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板、NTT 災害用伝言板 web171 を

それぞれ体験し、発災に備える。 

（3）家庭内で備蓄を行う（最低３日間（推奨１週間）分を目標とする）。

特に、飲料水や食品などを普段から多めに常備し、利用しながら買い足

すことを繰り返す「ローリングストック法」を導入する。また、災害時

にはトイレが使えなくなるおそれがあるため、携帯トイレの備蓄（推奨

１週間分）を行う。 

第３章 市民の協力による防災対策 

第３節 防災意識の啓発 

第１ 市民に対する防災意識の啓発【市民安全課】 

12 家庭内の三つの取組の普及 

 市民は、特に次に掲げる事項について日頃から備え、自ら災害に備え

る取組を家庭内で実施する。 

(1) 家具の配置を見直し、家具類の転倒・落下・移動を防止する。 

(2) 災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段として、

災害用伝言ダイヤル等の手段を確保する。 

(3) 家庭内で備蓄を行う（最低３日間（推奨１週間）分を目標とする）。

特に、飲料水や食料などを普段から多めに常備し、利用しながら買い足

すことを繰り返す「ローリングストック法」を導入する。また、災害時

にはトイレが使えなくなるため、携帯トイレの備蓄（推奨１週間分）を

行う。 

防災基本計画の

修正 

予-70 第３章 市民の協力による防災対策 

第３節 防災意識の啓発 

〔マイ・タイムライン作成のポイント〕 

３ 早めの避難 

警戒レベル４(避難指示)までに危険な場所から必ず全員避難 

第３章 市民の協力による防災対策 

第３節 防災意識の啓発 

〔マイ・タイムライン作成のポイント〕 

３ 早めの避難 

警戒レベル４：避難指示までに危険な場所から必ず全員避難 

記号修正 

予-74 第３章 市民の協力による防災対策 

第４節 防災訓練 

（略）市及び県は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練

を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ

細かく実施又は行うよう指導し、市民の災害時の避難行動、基本的な

防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、感染症の

拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮し

た避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

第３章 市民の協力による防災対策 

第４節 防災訓練 

（略）市及び県は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練

を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ

細かく実施又は行うよう指導し、市民の災害時の避難行動、基本的な

防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、新型コロ

ナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に

実施するものとする。 

文言削除 

予-79 第３章 市民の協力による防災対策 

第５節 要配慮者等の安全確保体制の整備 

第３ 避難行動要支援者の対応【市民生活部・危機管理安全部・福祉部・

こども支援部・健康推進部】 

第３章 市民の協力による防災対策 

第５節 要配慮者等の安全確保体制の整備 

第３ 避難行動要支援者の対応【市民生活部・福祉部・こども支援部・

健康推進部・危機管理課】 

 

 

担当部署の変更 
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予-80 第３章 市民の協力による防災対策 

第５節 要配慮者等の安全確保体制の整備 

３ 避難行動要支援者に配慮した避難所運営体制等の整備 

市は、避難行動要支援者に配慮した避難所（青少年活動センター）又

は避難所内の要配慮者スペースについて、避難行動要支援者の避難生

活を考慮した救援物資や介助用具の備蓄及び調達体制を確保するとと

もに、介護スタッフ等の確保体制を整備し、避難所運営計画を策定す

る。 

第３章 市民の協力による防災対策 

第５節 要配慮者等の安全確保体制の整備 

３ 避難行動要支援者に配慮した避難所運営体制等の整備 

市は、避難行動要支援者に配慮した避難所（青少年活動センター、老人

福祉センターやまゆり荘）又は避難所内の要配慮者スペースについて、

避難行動要支援者の避難生活を考慮した救援物資や介助用具の備蓄及

び調達体制を確保するとともに、介護スタッフ等の確保体制を整備し、

避難所運営計画を策定する。 

施設廃止 
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【第３編 災害応急対策編 第１章 震災応急対策計画】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

応 

(震災) 

-1 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備態勢 

 自身災害時の配備態勢及び配備基準は、下記の通りとする。 

 
 

配 備 体 制            地 震 発 生 時 の 配 備 基 準                            

情報連絡会議体制 
原則として、本市に震度４の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合 

警戒体制 
(災害警戒会議を

行い、通常の組

織をもって警戒

にあたる体制) 

第 １

配備 

原則として、本市に震度５弱の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合 

第 ２

配備 

上記地震による災害が発生した場合、又は南海トラフ地震臨

時情報及び「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され

た場合 

非常体制 
(災害対策本部

を設置して災害

応急対策活動を

推進する体制) 

第 １

配備 

原則として、本市に震度５強の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合、又は巨大地震の警戒の発令がされた旨の通

報を受けた場合 

第 ２

配備 
原則として、本市に震度６弱以上の地震が発生した場合 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備態勢 

 自身災害時の配備態勢及び配備基準は、下記の通りとする。 

 
 

配 備 体 制            地 震 発 生 時 の 配 備 基 準                            

情報連絡会議体制 
原則として、本市に震度４の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合 

警戒体制 
(災害警戒会議を

行い、通常の組

織をもって警戒

にあたる体制) 

第 １

配備 

原則として、本市に震度５弱の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合 

第 ２

配備 

上記地震による災害が発生した場合、又は南海トラフ地震臨

時情報が発表された場合 

非常体制 
(災害対策本部

を設置して災害

応急対策活動を

推進する体制) 

第 １

配備 

原則として、本市に震度５強の地震が発生し、災害の発生が

予測される場合、又は巨大地震の警戒の発令がされた旨の通

報を受けた場合 

第 ２

配備 
原則として、本市に震度６弱以上の地震が発生した場合 

防災基本計画の

追記 

応 

(震災) 

-2 

第１章 風水害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

４ 災害時の動員体制 

(2) 指名本部員（次長、一部課長等） 

各部の次長（次長が置かれていない部においては次長相当職から１

名）及び本部長が指定する課長等（秘書課長、人事課長）で、本部参

集を原則とし、本部長等の指示により各種対策を検討する。 

第１章 風水害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

４ 災害時の動員体制 

(2) 指名本部員（次長、一部課長等） 

各部の次長（次長が置かれていない部においては次長相当職から１

名）及び本部長が指定する課長等（未来共創推進室長、人事課長、危

機管理課長）で、本部参集を原則とし、本部長等の指示により各種対

策を検討する。 

担当者の変更 
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応 

(震災) 

-3 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

４ 災害時の動員体制 

（10）応援班（企画部、総務部、市民生活部、環境経済部、福祉部、

こども支援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員

会事務局、選挙管理委員会事務局） 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

４ 災害時の動員体制 

（10）応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支援

部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局） 

 

配備体制に関す

る追記 

応 

(震災) 

-31 

第１章 震災応急対策計画 

第６節 救急救助・医療救護 

地震発生時には、広域あるいは局地的に、救助・医療救護を必要と

する多数の傷病者の発生が予想される。このため、震災時における救

急救助の初動体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との密

接な連携の下に一刻も早い医療救護活動を実施する。 

また、救急救助・医療救護活動をより迅速かつ円滑にするため、震

災時の各機関における血液等の供給体制を整備する。 

なお、災害現場では、職員の健康管理や感染症対策等を徹底する。 

第１章 震災応急対策計画 

第６節 救急救助・医療救護 

地震発生時には、広域あるいは局地的に、救助・医療救護を必要と

する多数の傷病者の発生が予想される。このため、震災時における救

急救助の初動体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との密

接な連携の下に一刻も早い医療救護活動を実施する。 

また、救急救助・医療救護活動をより迅速かつ円滑にするため、震

災時の各機関における血液等の供給体制を整備する。 

なお、災害現場では、職員の健康管理や新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策等を徹底する。 

文言削除 

応 

(震災) 

-38 

-39 

第７節 避難活動 

３ 避難所の管理・運営 

(5) 要配慮者や女性、性的マイノリティへの配慮 

シ 性的マイノリティから相談を受ける場合はプライバシーを確保す

るとともに、アウティング(性的マイノリティ本人の了解なしに性

的マイノリティであることを他人に暴露してしまうこと)をしない

よう注意を要する。 

第７節 避難活動 

３ 避難所の管理・運営 

(5) 要配慮者や女性、性的少数者への配慮 

シ ＬＧＢＴＱなど性的少数者から相談を受ける場合はプライバシー

を確保するとともに、アウティング(性的少数者本人の了解なしに性

的少数者であることを他人に暴露してしまうこと)をしないよう注意

を要する。 

防災基本計画の

修正 
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応 

(震災) 

-40 

第７節 避難活動 

第４避難所の設置・運営【各部】 

４ 避難所における感染症対策 

感染症の伝播の恐れがある場合でも、災害の危険性が高まった際に避

難所に避難すべき市民が躊躇なく避難できるよう、「避難所の運営に

関する指針」（埼玉県作成）に沿って、危機管理安全部と健康推進部

等が連携し、必要な措置を取るものとする。 

(削除) 

第７節 避難活動 

第４避難所の設置・運営【各部】 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症の伝播の恐れがある場合でも、災害の危険

性が高まった際に、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、

避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。避

難所に避難すべき市民が躊躇なく避難できるよう、「避難所の運営に関

する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン）」（令

和２年５月埼玉県作成）に沿って、防災担当部局と保健福祉部局等が

連携し、主に以下の対策を取るものとする。 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

 

※ 十分なスペースを確保するため指定避難所以外（空き教室の

活用等）の確保を検討する。 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

(2) 十分なスペースを確保するための避難所の確保・開設体育館が避

難所となる学校施設では、空き教室の活用を検討するなど指定避難所

以外の臨時的な避難所の確保、開設を検討する。加えて、地域の実情

に応じて県有施設やホテル・旅館等の活用を検討する。 

(3) 避難所受付時のフロー 

防災基本計画の

修正 

専用スペース 又は 

発熱者等専用施設 

ホテル等療養施設 

通常の避難所スペース 

避
難
者 

避
難
所(

※) 

自宅療養者 

その他 

の者 

その他 

の者 

発熱者、 

濃厚接触者等 
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【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

(4) 避難所レイアウトの検討 

世帯間で概ね２m の間隔を確保するレイアウトを検討する。 

(5) 避難者の健康管理 

避難所等に保健師等を巡回させるなど、避難者の感染症予防等を図

るための体制を整備する。 

また、感染症の疑いがある者が発生した場合に備え、管轄の保健

所と連絡体制を整備する。 

(6) 発熱者等の専用スペースの確保 

発熱等の症状がある者及び感染が確認されている者の濃厚接触者

（以下「発熱者等」という。）のための専用スペース又は専用の避難施   

設を確保する。 

発熱者等の専用スペースは可能な限り個室とするとともに専用のト

イレを確保する。やむを得ず複数の発熱者等を同室にする場合は、

パーティション等により空間を区切る。発熱者等の専用スペースや

トイレは、その他の避難者とはゾーン、動線を分けるよう検討する。 

(7) 物資・資材 

マスク、消毒液、非接触型体温計、スタッフ防護用ガウン、パーテ

ィション、段ボールベッドなど感染症対策に有効と考えられる物資

を可能な限り準備する。 

(8) 自宅療養者の対応 

自宅療養者には、災害時に避難が必要な場合は保健所に連絡するよ

う事前に管轄の保健所から周知する。 

避難が必要な場合は保健所の指示によりホテル等の宿泊療養施設に

避難する。 

また、自宅療養者が避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局間

で避難所の運営に必要な情報を共有する。 

検温、健康チ

ェックリス

トによる健

康状態の確

認 

保健所に連絡 

発熱者等専用スペース 

一般の避難スペース 

発熱、強いだるさ、嗅覚・味覚の 

異変のある者、濃厚接触者 

感染が確認されており自宅療養中 

その他の者 
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(9) 市民への周知 

広報紙、インターネット（ホームページ、登録制メール、ＳＮＳ等）

を活用し以下の事項を市民に周知する。 

ア 自宅で安全を確保できる場合は在宅避難を検討すること。 

イ 安全が確保できる親戚や知人宅等への避難を検討すること。 

ウ マスク、消毒液等の衛生用品等避難生活において必要な物資を

可能な限り持参して避難すること 等 

(10) 感染症対策、避難所の衛生管理 

手洗い、マスクの着用など基本的は感染症対策を徹底する。また、

食事時間をずらして密集・密接を避ける。 

(11) 発熱者等の対応 

避難者の体調が悪化した場合、医師に連絡し必要に応じて医師の診

察を受けさせる。診察の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われ、

検査を受ける場合、結果が出るまで当面の間の当該避難者の処遇は

医師の指示に従う。 

避難者が新型コロナウイルス感染症に感染したことを確認した場

合、当該避難者や避難所スタッフ等の対応は保健所の指示に従う。 

応 

(震災) 

-43 

第８節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送道路の応急復旧【企画部・危機管理安全部・都市整備

部】 

第８節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送道路の応急復旧【企画部・都市整備部】 

 

部署の追加 

応 

(震災) 

-92 

-93 

第２３節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置 

第２ 市民、企業等へのよびかけ【各部】 

 市及び県は、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地

震注意）」の連絡を受けた場合は、市民に対して、地震への備えの再

確認をするとともに、一定期間、できるだけ安全な行動をとるなど、

適切に対応するよう呼びかける。 

また、企業等に対しても適切な防災対応をとるよう呼びかける。 

１ 市民の防災対応 

(1) 日常生活を行いつつ、地震への備えの再確認等、一定期間地震発

生に注意した行動をとる。 

（例）家具の固定状況の確認、非常用持ち出し袋の確認、避難場所や

避難経路の確認、家族との安否確認方法の確認 等 

(2) 日常生活を行いつつ、一定期間できるだけ安全な行動をとる。 

（例）高いところに物を置かない、屋内のできるだけ安全な場所で生

第２３節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置 

第２ 市民、企業等へのよびかけ【各部】 

 市及び県は、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地

震注意）」の連絡を受けた場合は、市民に対して、日頃からの地震へ

の備えの再確認をするとともに、一定期間、できるだけ安全な行動を

とるなど、適切に対応するよう呼びかける。 

また、企業等に対しても適切な防災対応をとるよう呼びかける。 

１ 市民の防災対応 

(1) 日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、一定

期間地震発生に注意した行動をとる。 

（例）家具の固定状況の確認、非常用持ち出し袋の確認、避難場所や

避難経路の確認、家族との安否確認方法の確認 等 

(2) 日常生活を行いつつ、一定期間できるだけ安全な行動をとる。 

（例）高いところに物を置かない、屋内のできるだけ安全な場所で生

防災基本計画の

修正 
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活、すぐに避難できる準備（非常用持出品等）、危険なところにでき

るだけ近づかない 等 

２ 企業等の防災対応 

(1)地震への備えの再確認等、警戒レベルを上げることを中心とした

防災対応を実施した上で、できる限り事業を継続する。 

（例）安否確認手段の確認、什器の固定・落下防止対策の確認、食料

や燃料等の備蓄の確認、災害物資の集積場所等の災害拠点の確認、発

災時の職員の役割分担の確認 等 

活、すぐに避難できる準備（非常用持出品等）、危険なところにでき

るだけ近づかない 等 

２ 事業所等の防災対応 

(1) 日頃からの地震への備えの再確認等、警戒レベルを上げることを

中心とした防災対応を実施した上で、できる限り事業を継続する。 

（例）安否確認手段の確認、什器の固定・落下防止対策の確認、食料

や燃料等の備蓄の確認、災害物資の集積場所等の災害拠点の確認、発

災時の職員の役割分担の確認 等 

応 

(震災) 

-94 

-95 

第２４ 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表に伴う対応措置 

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 16 年６月施行）は、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するた

め、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域（以下「推 

進地域」という。）の指定や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進基本計画の策定など、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。 

 同法に基づき、令和４年 9 月 30 日現在で、北海道から千葉県にか

けての 1 道 7 県の 272 市町村が推進地域に指定されている。本市

域は、推進地域には指定されていないが、情報発信に伴う社会的混乱

が懸念される。 

 このため、「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライ

ン」（内閣府（防災担当））を参考に、北海道・三陸沖後発地震注意情

報の発表に伴う対応措置を定めるものである。 

 

第１ 北海道・三陸沖後発地震情報の関係機関への伝達【危機管理

課】 

 県は、北海道の太平洋沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震

源域及びその領域に影響を与える外側のエリアで Mw（モーメントマ

グニチュード）7.0 以上の地震が発生した場合に、気象庁と内閣府が

発表する「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を受けた場合は、直ち

に関係部局及び市町村、防災関係機関に伝達する。 

 情報を受けた市町村及び防災関係機関は、庁内、機関内及び防災関

係機関に情報を伝達する。 

[北海道・三陸沖後発地震注意情報発表までの流れ] 

（新規） 防災基本計画の

追記 
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第２ 市民、企業等へのよびかけ【各部】 

 県及び市町村は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の連絡を受け

た場合は、市民に対して、地震への備えの再確認をするとともに、先

発地震の発生から１週間は、できるだけ安全な行動をとるなど、適切

に対応するよう呼びかける。 

 また、企業等に対しても適切な防災対応をとるよう呼びかける。 

１ 市民の防災対応 

 (1)日常生活を行いつつ、地震への備えの再確認等、一定期間地震発

生に注意した行動をとる。 

 （例）家具の固定状況の確認、非常用持ち出し袋の確認、避難場所

や避難経路の確認、家族との安否確認方法の確認 等 

 （2）日常生活を行いつつ、一定期間できるだけ安全な行動をとる。 

 （例）高いところに物を置かない、屋内のできるだけ安全な場所で

生活、すぐに避難できる準備（非常用持出品等）、危険なところにで

きるだけ近づかない 等 

２ 企業等の防災対応 

 （1）地震への備えの再確認等、警戒レベルを上げることを中心とし

た防災対応を実施した上 

で、できる限り事業を継続する。 

 （例）安否確認手段の確認、什器の固定・落下防止対策の確認、食

料や燃料等の備蓄の確認、災害物資の集積場所等の災害拠点の確認、

発災時の職員の役割分担の確認 等 
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【第３編 災害応急対策編 第２章 風水害応急対策計画】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

応 

(風水) 

-2 

第２章 風水害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

５ 災害時の動員体制 

(2) 指名本部員（次長、一部課長等） 

各部の次長（次長が置かれていない部においては次長相当職から１

名）及び本部長が指定する課長等（秘書課長、人事課長）で、本部参

集を原則とし、本部長等の指示により各種対策を検討する。 

第２章 風水害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

５ 災害時の動員体制 

(2) 指名本部員（次長、一部課長等） 

各部の次長（次長が置かれていない部においては次長相当職から１

名）及び本部長が指定する課長等（未来共創推進室長、人事課長、危

機管理課長）で、本部参集を原則とし、本部長等の指示により各種対

策を検討する。 

担当者の変更 

応 

(風水) 

-3 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

５ 災害時の動員体制 

（10）応援班（企画部、総務部、市民生活部、環境経済部、福祉部、

こども支援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員

会事務局、選挙管理委員会事務局） 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

５ 災害時の動員体制 

（10）応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支援

部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局） 

 

配備体制に関す

る追記 

応 

(風水) 

-15 

-16 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第２ 土砂災害警戒情報等の発令時に収集・伝達すべき情報【各部】 

してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示や市民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒

を呼び掛ける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表する。

市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警

報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。避難が必要

とされる警戒レベル４に相当する（警戒レベルについては「第３編 

災害応急対策編 第２章 第６節 第１」参照）。 

土砂災害警戒情報、特別警報が発令された場合、市及び防災関係機関

は主に以下のことを行う。 

第３ 特別警報・気象警報・注意報等の収集・伝達【危機管理安全

部・消防組合】 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれがあるときに

は「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」

が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときには「特別警報」

が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値が時間帯ごとに示さ

れ、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低い土地の浸

第３節 災害情報の収集・伝達 

第２ 土砂災害警戒情報等の発令時に収集・伝達すべき情報【各部】 

してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示や市民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒

を呼び掛ける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表され

る。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大

雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。避難が

必要とされる警戒レベル４に相当する（警戒レベルについては「第３

編 災害応急対策編 第２章 第６節 第１」参照）。 

土砂災害警戒情報、特別警報が発令された場合、市及び防災関係機関

は主に以下のことを行う。 

第３ 気象警報・注意報等の収集・伝達【危機管理安全部・消防組

合】 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるとき

には「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警

報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警

報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに

明示して、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の

防災基本計画の

修正 
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水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等により

実際に危険度が高まっている場所は「キキクル（危険度分布）」や

「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度ナウキャスト」等で発表される。

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによ

る放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、市町

村をまとめた地域の名称が用いられる場合がある。 

浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等につ

いては、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（危険度分

布）」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場

合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的

に伝えられるよう、これまでどおり市町村をまとめた地域の名称を用

いる場合がある 

応 

(風水) 

-34 

 

第２章 風水害応急対策計画 

第５節 救急救助・医療救護 

（略）なお、災害現場では、職員の健康管理や感染症対策等を徹底す

る。 

第２章 風水害応急対策計画 

第５節 救急救助・医療救護 

（略）なお、災害現場では、職員の健康管理や新型コロナウイルス感

染症を含む感染症対策等を徹底する。 

文言削除 

応 

(風水) 

-44 

-45 

第２章 風水害応急対策計画 

第６節 避難活動 

(5) 要配慮者や女性、性的マイノリティへの配慮 

シ 性的マイノリティから相談を受ける場合はプライバシーを確保す

るとともに、アウティング(性的マイノリティ本人の了解なしに性的

マイノリティであることを他人に暴露してしまうこと)をしないよう

注意を要する。 

第２章 風水害応急対策計画 

第６節 避難活動 

(5)要配慮者や女性、性的少数者への配慮 

シ ＬＧＢＴＱなど性的少数者から相談を受ける場合はプライバシー

を確保するとともに、アウティング(性的少数者本人の了解なしに性

的少数者であることを他人に暴露してしまうこと)をしないよう注意

を要する。 

防災基本計画の

修正 

応 

(風水) 

-46 

第６節 避難活動 

第５ 避難所の設置・運営【各部】 

４ ４ 避難所における感染症対策 

感染症の伝播の恐れがある場合でも、災害の危険性が高まった際に避

難所に避難すべき市民が躊躇なく避難できるよう、「避難所の運営に

関する指針」（埼玉県作成）に沿って、危機管理安全部と健康推進部

等が連携し、必要な措置を取るものとする。 

(削除) 

第６節 避難活動 

第４避難所の設置・運営【各部】 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症の伝播の恐れがある場合でも、災害の危険

性が高まった際に、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、

避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。避

難所に避難すべき市民が躊躇なく避難できるよう、「避難所の運営に関

する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン）」（令

和２年５月埼玉県作成）に沿って、防災担当部局と保健福祉部局等が

連携し、主に以下の対策を取るものとする。 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

防災基本計画の

修正 
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※ 十分なスペースを確保するため指定避難所以外（空き教室の

活用等）の確保を検討する。 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

(2) 十分なスペースを確保するための避難所の確保・開設体育館が避

難所となる学校施設では、空き教室の活用を検討するなど指定避難所

以外の臨時的な避難所の確保、開設を検討する。加えて、地域の実情

に応じて県有施設やホテル・旅館等の活用を検討する。 

(3) 避難所受付時のフロー 

 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

(4) 避難所レイアウトの検討 

世帯間で概ね２m の間隔を確保するレイアウトを検討する。 

(5) 避難者の健康管理 

避難所等に保健師等を巡回させるなど、避難者の感染症予防等を図

るための体制を整備する。 

また、感染症の疑いがある者が発生した場合に備え、管轄の保健

所と連絡体制を整備する。 

(6) 発熱者等の専用スペースの確保 

発熱等の症状がある者及び感染が確認されている者の濃厚接触者

検温、健康チ

ェックリス

トによる健

康状態の確

認 

保健所に連絡 

発熱者等専用スペース 

一般の避難スペース 

発熱、強いだるさ、嗅覚・味覚の 

異変のある者、濃厚接触者 

感染が確認されており自宅療養中 

その他の者 

専用スペース 又は 

発熱者等専用施設 

ホテル等療養施設 

通常の避難所スペース 

避
難
者 

避
難
所(

※) 

自宅療養者 

その他 

の者 

その他 

の者 

発熱者、 

濃厚接触者等 



- 17 - 

 

（以下「発熱者等」という。）のための専用スペース又は専用の避難施   

設を確保する。 

発熱者等の専用スペースは可能な限り個室とするとともに専用のト

イレを確保する。やむを得ず複数の発熱者等を同室にする場合は、

パーティション等により空間を区切る。発熱者等の専用スペースや

トイレは、その他の避難者とはゾーン、動線を分けるよう検討する。 

(7) 物資・資材 

マスク、消毒液、非接触型体温計、スタッフ防護用ガウン、パーテ

ィション、段ボールベッドなど感染症対策に有効と考えられる物資

を可能な限り準備する。 

(8) 自宅療養者の対応 

自宅療養者には、災害時に避難が必要な場合は保健所に連絡するよ

う事前に管轄の保健所から周知する。 

避難が必要な場合は保健所の指示によりホテル等の宿泊療養施設に

避難する。 

また、自宅療養者が避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局間

で避難所の運営に必要な情報を共有する。 

(9) 市民への周知 

広報紙、インターネット（ホームページ、登録制メール、ＳＮＳ等）

を活用し以下の事項を市民に周知する。 

ア 自宅で安全を確保できる場合は在宅避難を検討すること。 

イ 安全が確保できる親戚や知人宅等への避難を検討すること。 

ウ マスク、消毒液等の衛生用品等避難生活において必要な物資を

可能な限り持参して避難すること 等 

(10) 感染症対策、避難所の衛生管理 

手洗い、マスクの着用など基本的は感染症対策を徹底する。また、

食事時間をずらして密集・密接を避ける。 

(11) 発熱者等の対応 

避難者の体調が悪化した場合、医師に連絡し必要に応じて医師の診

察を受けさせる。診察の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われ、

検査を受ける場合、結果が出るまで当面の間の当該避難者の処遇は

医師の指示に従う。 

避難者が新型コロナウイルス感染症に感染したことを確認した場

合、当該避難者や避難所スタッフ等の対応は保健所の指示に従う。 
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応 

(風水) 

-49 

第７節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送道路の応急復旧【企画部・危機管理安全部・都市整備

部】 

第７節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送道路の応急復旧【企画部・都市整備部】 

部署の追加 

 

 

【第３編 災害応急対策編 第３章 その他災害の応急対策計画】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

応 

(その他) 

-6 

第３節 火山噴火対策計画 

第２ 降灰対策【各部・道路管理者・警察署】 

１ 降灰・被害状況の調査 

市は、降灰についての通報や公共施設等で降灰が確認された場合、降

灰に関する情報（降灰及び被害の状況）を調査し、災害オペレーショ

ン支援システム等により県に伝達する。 

また、降灰に関する情報を熊谷地方気象台に提供するとともに、農作

物、交通等の被害が発生した場合は被害状況を把握する。 

降灰調査項目 

（１） 降灰の有無・堆積の状況 

（２） 時刻・降灰の強さ 

（３） 構成粒子の大きさ 

（４） 構成粒子の種類・特徴等 

（５） 堆積物の採取 

（６） 写真撮影 

（７） 降灰量・降灰の厚さ 

第３節 火山噴火対策計画 

第２ 降灰対策【各部・道路管理者・警察署】 

１ 降灰・被害状況の調査 

市は、降灰についての通報や公共施設等で降灰が確認された場合、そ

の状況を調査する。また、農作物、交通等の被害が発生した場合も被

害状況を把握する。 

（新設） 

防災基本計画の

追記 
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【第４編 災害復旧・復興編】 

ページ 

(改訂案） 
改訂案 現行 備考 

複-1 第1章  災害復旧事業の推進 

災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧にあわせて、再

度災害の発生を防止するため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将

来の災害に備える事業計画を作成し、早期復旧を目標に、その実施を図

る。 

事前に地域の抱える課題を抽出しておき、被災を契機として都市構造や地

域産業の構造等をより安全なものに改善する復興計画を速やかに作成し、

地域住民や関係団体との調整及び合意形成を行い、計画的に復興事業を

推進する。 

特に震災復興では、地震発生後の限られた時間内に、復興に関する意思

決定、都市計画決定や事業許可等の行政上の手続き、土地区画整理や市

街地開発等の事業を実施するうえでの人材の確保や情報の収集等、膨大

な作業を処理する必要があり、事前に確認しておけることや対応できるこ

とについては洗い出しをしておくことが望ましい。 

また、ジェンダー主流化の観点から、復興のあらゆる場・組織に、女性の参

画を促進する。併せて、子ども・障害者等あらゆる市民が住みやすい共生

社会を実現する。 

第１章  災害復旧事業の推進 

災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧にあわせて、再

度災害の発生を防止するため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将

来の災害に備える事業計画を作成し、早期復旧を目標に、その実施を図

る。 

事前に地域の抱える課題を抽出しておき、被災を契機として都市構造や地

域産業の構造等をより安全なものに改善する復興計画を速やかに作成し、

地域住民や関係団体との調整及び合意形成を行い、計画的に復興事業を

推進する。 

特に震災復興では、地震発生後の限られた時間内に、復興に関する意思

決定、都市計画決定や事業許可等の行政上の手続き、土地区画整理や市

街地開発等の事業を実施するうえでの人材の確保や情報の収集等、膨大

な作業を処理する必要があり、事前に確認しておけることや対応できるこ

とについては洗い出しをしておくことが望ましい。 

また、男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、女性の参画

を促進する。併せて、子ども・障害者等あらゆる市民が住みやすい共生社

会を実現する。 

防災基本計画の

修正 

 



（新設）

交通防犯課（変更）

危機管理課

　 危機管理及び計画関係の業務で、危機管理体制の整備、外部機関との連携を担う部門

平時は考えることに注力できる体制とする

自然災害、大規模事故災害、武力攻撃事態、緊急対処事態、その他の危機への対応

市民安全課

　 交通防犯分野に加えて、平時の災害への備えの分野である防災、消防関係を担い部全体の実働部分全般を担う部門

コミュニティ支援を集約することで事務の効率化を図る

交通、防犯、消防団、防災、基地に関する対応

危機管理幹
　 あらゆる危機事態に対応し、専門的知見に基づき全庁的な危機管理体制の中心的な役割を担う

危機管理幹 （新設）

令和５年度

令和６年度

市民生活部総務部企画部

市民生活部長総務部長企画部長 環境経済部長

・・・企画部 総務部 市民生活部

部長

危機管理監・・・

市長

副市長

・・・・・・・・・環境経済部

・・・

地域振興課

人権推進課

市民課

市長

副市長

・・・ ・・・
危機管理安全部
（新設）

環境経済部

危機管理監部長部長部長部長

企画部長 総務部長 市民生活部長 危機管理安全部長 環境経済部長

危機管理体制に関する組織の見直しについて

危機管理担当

市民安全・消防担当

交通担当

危機管理課

交通防犯課

危機管理安全部次長

市民安全課危機管理課

部長 部長 部長

資料２



 
 

令和６年度 第４６回入間市防災訓練概要                                                                            

１．目 的 

近い将来発生すると言われている首都直下地震や立川断層帯に起因する活断層地震を想定

し、自助・共助・公助体制を検証するために訓練を実施する。 

また、震災時、風水害時ともに必要不可欠な避難所の開設手順や運営方法を確認するとと

もに、災害対策本部や現場本部の統括について強化を図る。 

＜立川断層と入間市の配置図（地震調査研究推進本部発表の図を抜粋。入間市境界を加筆。）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．訓練想定 

 令和６年１１月１０日（日）午前８時１５分、立川断層帯によるマグニチュード７.４、震

度６強の強い地震が発生し、直前には季節外れの長雨により市内の土壌雨量指数も高い状態

にあったため、土砂災害も発生している。（埼玉県地震被害想定調査に基づく地震の規模等） 

地震により家屋が多数倒壊し、火災も多発し、また、電気、電話、ガス、水道などのライ

フラインに重大な障害が発生している。市は地域防災計画等に従い災害対応を開始する。 

３．重点項目 

 災害発生から数時間を想定して、実態に合わせた訓練を実施する。 

①避難所開設及び運営訓練の実施 

②現場本部訓練の実施 

③災害対策本部訓練の実施 

４．共同主催 

 入間市・入間市連合区長会 

５．訓練実施日 

 令和６年１１月１０日（日）雨天決行 

(気象警報発令時など災害発生の恐れがある場合は中止) 

６．訓練会場 

①４８会場 避難所※豊岡高校・向陽高校・武道館・市民体育館、東金子地区体育館、やまゆり荘を除く 

②９会場 現場本部（各地区センター） 

③１会場 災害対策本部（市役所） 

 

 
参考 

埼玉県の地震被害想定調査によると立川断層が活動した場

合に発生する地震が、入間市に最も大きな被害をもたらすも

のと予測されています。（30 年の発生確率は 0.5～2％） 

平成７年  阪神・淡路大震災 30 年の発生確率は 0.4～8％ 

平成２８年 熊本地震熊本地震 30 年の発生確率は 0～0.9％ 

令和６年  能登半島地震     30 年の発生確率は 1～3％ 

 ※発生確率は、発生直前の数値 

 

資料３ 



 
 

７.令和６年度入間市防災訓練参加者数 

年度 令和５年度 令和６年度 

訓練分類 訓練参加団体 訓練者総数 訓練参加団体 訓練者総数 

本部訓練関係 １６団体 ３５３人 １７団体 ４５２人 

現場本部関係 ９本部 ７０人 ９本部 ６７人 

自主防災会連絡会 ６団体 １１９人 ６団体 １１８人 

地区自主防災会他 １２１団体 １７，７８２人 １２０団体 ２１，７５９人 

避難所関係 ２１団体 １，８５２人 ２６団体 ３，５８７人 

計 １７３団体 ２０，１７６人 １７８団体 ２５，９８３人 

 

 

 

 

令和 7 年度第 47 回入間市防災訓練 
 

１.重点訓練項目：実災害に対応できる訓練の実施 

（１）避難所の開設や運営訓練の実施 

（２）避難所と現場本部との連携 

（３）現場本部と災害対策本部との連携 

（４）災害対策本部での入間版ＦＥＭＡの実施 

２.訓 練 想 定：立川断層帯による震度６弱の強い地震を想定 

３.実 施 日 時：令和７年１１月９日(日)午前８時１５分から 


